
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●お問合せ● 山武市ボランティア・市民活動センターＴＥＬ 0475-89-2121 

山武市社会福祉協議会では、ボランティアセンターに登録し山武市内を中心
に活動するボランティアさんが安心して活動していただくために、ボランティ
ア保険に加入しています。この保険は、活動中の事故により第三者に与えた賠
償損害およびボランティア自身の傷害を包括的に補償するものです。 
また、この保険は徒歩、自転車で活動先に向かう途中・家に帰る途中で事故

にあった場合にも補償してくれます。事故が無いのが一番ですが、起こってし
まった時にはすぐにご連絡くださいね！ 

 
※この保険は、ボランティア登録が決定されると自動的に加入となります。 
※保険の加入費用は社会福祉協議会が負担し、登録者の負担はありません。 
※登録者には、令和２年度版保険のパンフレットを「きらめき通信５月号」
に同封し送付いたします。ご確認ください。 

 

●お申込み・お問合せ● 山武市ボランティア・市民活動センターＴＥＬ 0475-89-2121 

「山武市ボランティ連絡協議会」は、『山武市ボランティア・市民活動

センター』に登録している有志の方々が集まる会です。 

『たのしく・やさしく・輝きたい』をモットーに、会員のボランティア活

動がより楽しく活発にすすめられるように応援しています。 

皆さんもボランティア活動をしてボラ連協に加入しませんか？ 
 

☆加入すると以下のような特典があります！ 
 
◎ボランティアが相互に交流し情報交換するための「お茶べり会」や研修会を実施

しています。 
 
◎山武市ボラ連協で保有する物品等を相談により無料で借りることができます。 
 
◎印刷機を無料で使用できます。しかも、用紙を自由に使うことができます。 
 
◎年会費は、 

・個人ボランティア     １人あたり    ３００円 

・グループ（９人以下）   １グループ   １０００円 

・グループ（１０人以上）  １グループ   ２０００円 



ボランティア登録状況 （２０20 年３月１日現在） 

ボランティアグループ 101 グループ １，３０９名 
合計１，５００名 

個人ボランティア             １９１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

電 話 番 号 0475-89-2121 Ｆ Ａ Ｘ 0475-89-2966 

E - m a i l s ammushakyo . vc -n 37@s i s -ne t . j p 

ＨＰアドレス https://sanmu-vc.jimdo.com/ 

 

案 内 図 

開 設 時 間 月～金曜日／10 時～17 時（年末年始・祝祭日を除く） 

所 在 地 社会福祉法人山武市社会福祉協議会 山武連絡所内 

      〒289－1223 山武市埴谷 1868-14（山武福祉センター内） 

中央会館  

●お問合せ● 山武市ボランティア・市民活動センターＴＥＬ 0475-89-2121 

高齢化社会を迎え、高齢者が住みなれた街で安心して生活するための、地域住民・ボ
ランティアによる主体的かつ活発な福祉活動に対するニーズが、一段と高まっています。 
本助成事業は、高齢者を主な対象として活動するボランティアグループおよび地域共

生社会の実現につながる活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、
活動において、継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します。 
 
必要条件 

1.グループメンバー：10 人～50 人程度。 
2.グループ結成以来の活動実績：2 年以上（令和２年 3 月末時点）。 
3.本助成を過去 3 年以内（平成 29 年以降）に受けていないこと。 
4.規約（会則）、活動報告書類および会計報告書類が整備されており、規約（会則） 
に定めるグループ名義の金融機関口座を保有していること。 

 
助成対象となる活動内容および使途（例） 

1.高齢者を対象とした生活支援サービス  
2.高齢者による、地域共生社会の実現つながる活動 

3.高齢者と他世代との交流を図る活動  
4.レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊かにする活動 

 
助成金額 １グループにつき 10 万円を上限に 110 グループ程度を予定。 
 
選考方法 7 月開催予定の財団選考委員会にて決定 
  
決定通知および助成金の振込 

7 月末までに、各グループに選考結果を通知、その後、助成先として決定したグルー
プから振込口座届を提出していただき 9 月上旬をめどに、助成金を振込む予定。  
 
申込方法 
所定の申請書を都道府県・指定都市又は市区町村社会福祉協議会の推薦を受け、財団 
に直接郵送して下さい。  

 
【送付先】 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5 みずほ銀行内 

（財）みずほ教育福祉財団 
 
実施団体 （公財）みずほ教育福祉財団  
関連 URL http://www.mizuho-ewf.or.jp/appli1.html  
 
●お問合せ●みずほ教育福祉財団 福祉事業部 

TEL：03-3596-4532、FAX：03-3596-3574 
E-mail： FJP36105@nifty.com  

 
  ※ 応募要領・申請書はボランティアセンターでもご用意できます。ご相談ください。  

mailto:FJP36105@nifty.com

